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●識別表示にご注目 　～分別の具体例～!!

資源として出せます

資源として出せません

○

×

水気は切ってください。

汚れを取り除いてください。 

プラスチック製のチュー
ブ類など、汚れが取りに
くいものについても、汚
れが残っていると、リサ
イクルの支障となります
ので、使いきってから必
ずすすぎ又は古紙等でふ
き取るなどして『プラス
チック製容器包装』で出
してください。

可燃ごみ

紙類 金物・ガラス類

プラスチック製容器包装

●汚れがついた物の出し方

可燃ごみになるプラスチック

※掲載している商品の分別は一例であり、右記とは異なる
素材を使用しているものもありますのでご注意ください。

ストッキング
台紙

ストッキング

外袋

ヘアスプレー　

スプレー缶

ふた

包装用の
フィルム

家庭系ごみに占めるペットボトルやプラスチックでできた容器包装ごみは容積比で約4

割を超えます。そこで焼却や埋立処理からリサイクルを推進するため「容器包装リサイ

クル法」が制定（H7）されました。この法律に基づきリサイクルするプラスチックだけ

を分別するのが『プラスチック製容器包装』です。『プラスチック製容器包装』とは、中

身を使ったあと、ごみになるプラスチック素材の商品を入れた器（容器）や包んだりして

いるもの（包装）です。分別に迷ったら右記の識別表示（マーク）を参考にしてください。

プラスチック製容器包装の出し方

粗大ごみになるプラスチック

プラスチック製品で、それ自体を道具として使用するもの

●灯油ポリタンクや
　クーラーボックスなど

プラスチック製
ライター

プラスチック
ハンガー

洗濯物干し
洗濯ばさみ

ストロー
バラン

スプーン
洗剤用スプーン

CDと
プラスチックケース

ビデオテープと
プラスチックケース

カセットテープと
プラスチックケース

プラスチック製
植木鉢 タッパー バケツ・洗面器 歯ブラシ

スポンジ おもちゃ
（プラモデル、人形） ボールペン ビニールひも

バンド ホース

月2回

●卵・豆腐・菓子・
　のりなどのパック
●インスタント食品・
　コンビニ弁当
　などの容器

●エアキャップ
●箱型発泡スチロール・
　包装用発泡スチロールなど。

●プラスチック製の
　ふた・キャップなど。

●生鮮食品・そうざい料理・
　菓子などのトレイ

●リンゴ・ミカン・
　玉ねぎなどのネット

●レジ袋、食料品・衣料品
　などの袋、ラップ

無色透明の45ℓ以下の袋で
（午前8時までに所定の場所に）

●ボトル類

●ポリ袋・ラップ類

●トレイ類

●緩衝材類

●キャップ類

●カップ・パック類

●網・ネット類

●チューブ類

●ラベル・フィルム類

リサイクルされるプラスチックは容器や包装だけなの？

き
ち
ん
と
分
別
す
れ
ば

効
率
の
い
い

リ
サ
イ
ク
ル
が

で
き
る
の
ね
。

●飲料用容器・ジュースなどのラベル
や商品を包んでいたフィルムなど。

●たれ・ドレッシング・
乳酸飲料・洗剤・油・
シャンプー・リンス
などのボトル

絶対にごみ袋を
二重にして
出さないで
ください。

●マヨネーズ・
　ケチャップの容器・
　歯磨き粉などのチューブ

マークが付いていないもの

白色トレイはスーパーなど
の店頭でも回収しています。

例

←ペットボトル識別マーク

※ラベルに表示されています。

ペットボトルの出し方

●　　　マークがついた飲料用容器・ジュース・焼酎・しょうゆ・

みりん・みりん風調味料・酢・めんつゆ・ノンオイルドレッシン
グなどのペットボトル。
※軽くすすいで、ラベル・キャップを外して出してください。
※ペットボトルだけをひとつの袋に入れて出してください。

※袋の中が見えなくなるので、
　レジ袋や色のついた袋を排出用袋や
　内袋として使用しないでください。

無色透明の45ℓ以下の袋で（午前8時までに所定の場所に）月 2回

す
す
い
で

出
す
の
ね
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
プ
ラ
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